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はじめに

ニホンジカをはじめとした野生鳥獣による被害は、農林業被害のみならず高山帯

における貴重な生態系に及ぼす影響も深刻化しており、生物多様性保全の観点から

もその対策が急務となっており、中部森林管理局では、平成２４年４月、局内に「ニ

ホンジカ被害対策プロジェクトチーム」を設置し、情報共有や具体的な対策の取組

を検討しているところである。

これまで、植栽造林地の保護や主に高山帯のお花畑などを食害から守るための対

策として、一部地域・署において防護柵の設置や、くくり罠等による頭数調整を実

施してきたものの、生息範囲の拡大と被害の広域、広範化が危惧される中で、地域

の関係機関等と連携したより広域的な被害対策の取り組みが必要である。

この調査報告書は、その取組の一環として、中部森林管理局に在職する職員の被

害に関する認識の醸成を図るとともに、被害の実態や対応策に関する考え・アイデ

ィア等を得て今後の対応策の検討等に生かしていくことを目的とし、全職員に対し

てアンケート調査を実施しその結果をとりまとめたものである。

アンケート実施期間は、平成２４年１０月１０日～３１日にかけて、局・署等の

定員内全職員を対象として実施し、４０８人から回答があった。（回答率８０％）

なお、回答にあたっては無記名とした。

１８項目の限られたアンケートの試みではあるが、目撃情報や被害の態様など、

有益な情報が収集できたと考えられる。

平成２４年１２月



1　アンケート調査方法及び内容

中部森林管理局のホームページのコンテンツ管理システムを用いて実施した。

アンケート内容は、＜附属資料＞のとおり

２　回答状況
（１）勤務官署別１ アンケート回答状況

県

富山県

（２）勤務官署別２　アンケート回答状況

勤務官署別 回答数

勤務官署別 回答率

34

97

253

愛知県

岐阜県

長野県

岐阜森林管理署

飛騨森林管理署

伊那谷総合治山事業所

中部森林管理局本局

南木曽支署

木曽森林管理署

南信森林管理署

中信森林管理署

東信森林管理署

木曽森林環境保全ふれあいセンター

局署別
回答人数

24

県別
回答人数

24

局署等

富山森林管理署

北信森林管理署 22

25

30

24

33

24

10

408（80%）

82

13

7

3

35

アンケート回答総数：４０８件

東濃森林管理署

森林技術センター

名古屋事務所

愛知森林管理事務所

計　（回答率）

21

22

33

79%

81%

森林事務所・治

山事業所

で勤務

局・署・事務所

で勤務

局･署･事務所で

勤務

森林事務所･治

山事業所で勤

106

302

森林事務所・治

山事業所

で勤務

局・署・事務所

で勤務

局･署･事務所で

勤務

森林事務所･治

山事業所で勤

富山署

北信署

東信署

中信署

南信署

木曽署

南木曽

支署
本局

木曽ふれセン

伊那谷治山

飛騨署

岐阜署

東濃署

技術センター

名古屋(事)
愛知所

富山県
24

長野県
253

岐阜県
97

愛知県
34

回答数

４０８人



３　結果集計

人 割合 人 割合 人 割合
南信 24 100% 24
東信 24 96% 1 4% 25
伊那谷治山 9 90% 1 10% 10
岐阜・技セン 30 75% 10 25% 40
飛騨 22 63% 13 37% 35
愛知 13 62% 8 38% 21
東濃 11 50% 11 50% 22
南木曽 10 42% 13 54% 1 4% 24
局 34 41% 48 59% 82
中信 12 40% 18 60% 30
名古屋 5 38% 8 62% 13
北信 5 23% 17 77% 22
木曽･ふれセン 7 19% 29 81% 36
富山 2 8% 22 92% 24
計 208 51% 199 49% 1 0.2% 408

※ 問2、3（民有地＋国有林）の合体版は５ページ

問2 1 で「YES」と回答した方は具体的にどこで見ましたか。
「国有林」以外でニホンジカを見た場合は具体的な場所や地名を記入してください。

問1 あなたは、過去1年間に公私を問わず山等へ行ってニホンジカを見たことはありますか。

問3 1で「YES」と回答された方のうち、「国有林」でニホンジカを見た場合は国有林名(わかれば林班名)
を記入してください。なお、局勤務の職員及び自署管内以外でニホンジカを見た職員は国有林名の後に
( )内に管轄する森林管理署名を付記してください。

問4 主に森林事務所や治山事業所勤務の方に伺います。管轄する国有林でニホンジカの主な痕跡
（糞、足跡、樹木の皮剥ぎ、食害）を多く見かける国有林を記入してください。

問5 4で回答された「国有林」のうち、最も多く見かける(特に被害が著しいと思われる)国有林名を記入し
てください。

計
ある ない わからない

１４６人から回答があり、２３７箇所の目撃地点情報があった。
(県別、市町村別目撃件数　３ページのとおり)

１５８人から回答があり、２７５箇所の目撃地点情報があった。
（県別、市町村別、国有林別目撃件数　４ページのとおり）

５３人から回答があり、８３箇所の目撃地点情報があった。
（県別、市町村別、国有林別目撃件数　６ページのとおり）

４７人から回答があり、５８箇所の目撃地点情報があった。
（県別、市町村別、国有林別目撃件数　７ページのとおり）
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人 割合 人 割合
南信 24 100% 24
伊那谷治山 10 100% 10
東信 24 96% 1 4% 25
岐阜・技セン 34 85% 6 15% 40
愛知 17 81% 4 19% 21
局 63 77% 19 23% 82
中信 23 77% 7 23% 30
南木曽 14 58% 10 42% 24
飛騨 19 54% 16 46% 35
名古屋 7 54% 6 46% 13
木曽･ふれセン 18 50% 18 50% 36
東濃 11 50% 11 50% 22
富山 11 46% 13 54% 24
北信 9 41% 13 59% 22

計 284 70% 124 30% 408

計
人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人

飛騨 16 62% 6 23% 2 8% 2 8% 26
東濃 10 53% 7 37% 1 5% 1 5% 19
中信 23 53% 6 14% 4 9% 10 23% 43
富山 9 50% 7 39% 1 6% 1 6% 18
局 58 50% 30 26% 8 7% 14 12% 7 6% 117
南木曽 12 48% 6 24% 4 16% 2 8% 1 4% 25
名古屋 6 46% 4 31% 2 15% 1 8% 13
北信 10 45% 4 18% 3 14% 5 23% 22
岐阜・技セン 28 44% 25 39% 5 8% 2 3% 4 6% 64
愛知 12 43% 14 50% 1 4% 1 4% 28
東信 23 41% 13 23% 7 13% 11 20% 2 4% 56
南信 24 41% 15 26% 7 12% 9 16% 3 5% 58
木曽･ふれセン 16 41% 9 23% 5 13% 5 13% 4 10% 39
伊那谷治山 3 18% 8 47% 1 6% 5 29% 17

計 250 46% 154 28% 49 9% 62 11% 30 6% 545

○ニホンジカが起因する崩壊。

○根張り部分の食皮害。

○果樹の葉、農作物、山間部の畑の野菜食害。

○天然更新稚幼樹の食害。

○林道の法面や路肩をシカが歩くことによって部分的に崩壊が起きている。

問7 6 で「YES」と回答した方について伺います。それはどのような被害でしたか。

問8 7 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。

問6 あなたは山に行ってニホンジカの被害を見ましたか。（見たことがありますか）

○草本類の食害、また植物の高さが低くなっている。

○毒性植物しか残っていない植生群や単純化林分。

計

立木の剥皮、食皮害 植栽木の食害 団地的な森林の枯損 高山植物の食害 その他

○治山、林道工事による法面緑化工にて草本類の食害（厚層基材吹付工の踏み荒らし）。

○下層植生、食べ尽くしによる表土のむき出し、流出。
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計
人 割合 人 割合 人 割合

局 66 80% 1 1% 15 18% 82
東信 18 72% 1 4% 6 24% 25
南木曽 17 71% 2 8% 5 21% 24
岐阜・技セン 25 63% 2 5% 13 33% 40
愛知 13 62% 1 5% 7 33% 21
名古屋 8 62% 5 38% 13
中信 18 60% 12 40% 30
南信 13 54% 1 4% 10 42% 24
北信 11 50% 2 9% 9 41% 22
飛騨 17 49% 1 3% 17 49% 35
東濃 10 45% 1 5% 11 50% 22
木曽･ふれセン 15 42% 4 11% 17 47% 36
伊那谷治山 4 40% 1 10% 5 50% 10
富山 5 21% 3 13% 16 67% 24

計 240 59% 20 5% 148 36% 408

人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合
東信 15 28% 10 19% 11 21% 10 19% 3 6% 4 8% 53
岐阜・技セン 9 27% 2 6% 9 27% 3 9% 1 3% 9 27% 33
南信 10 26% 12 31% 9 23% 7 18% 1 3% 39
中信 7 20% 5 14% 7 20% 2 6% 10 29% 4 11% 35
木曽･ふれセン 5 20% 3 12% 2 8% 1 4% 8 32% 6 24% 25
局 24 19% 22 17% 18 14% 12 9% 43 34% 9 7% 128
愛知 4 18% 2 9% 5 23% 2 9% 5 23% 4 18% 22
飛騨 4 14% 1 4% 4 14% 4 14% 8 29% 7 25% 28
南木曽 3 13% 2 9% 3 13% 4 17% 11 48% 23
北信 2 13% 1 6% 2 13% 5 31% 6 38% 16
東濃 1 8% 1 8% 3 23% 2 15% 2 15% 4 31% 13
名古屋 1 6% 1 6% 2 13% 3 19% 5 31% 4 25% 16
伊那谷治山 3 38% 2 25% 2 25% 1 13% 8
富山 1 14% 3 43% 3 43% 7

計 85 19% 63 14% 77 17% 49 11% 100 22% 72 16% 446

問9 最近、自署管内などの身近な山で（森林内での）ニホンジカの頭数が増えていると思いますか。

問10 9 具体的にどのようなことから増えていると感じていますか。

その他
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計
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問11 10 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。

問12 全国的にはニホンジカが増えているといわれていますが、その理由は何だと思いますか。

問13 12 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。

○ヤマビルの目撃・衣服への付着が多くなった。
○林道や一般道でも頻繁に見かけるようになった。

○人工林が成林したことによる生育環境（隠れ場所など）が適してきたことと、森林の育成のために山に入る人
が少なくなった（世代交代や皆伐の減少）。

○切り花で長年入山している業者も見かけることが多くなったと言っている。
○町全域にシカ柵が張り巡らされている。
○肉を食べる機会が多くなった。
○多雪地帯は過去には猪・鹿は生息していなかったが、近年はこれらを頻繁に見たり被害がある。
○列車事故、交通事故が頻繁に起こるようになった。

○過去10年間メスシカの捕獲を禁止した県政策の失敗。銃砲等の許可、保持が厳しくなったことと、不況により
銃の保持が困難になっていること。

○以前は見かけなかった地域でシカを見かけた情報が寄せられるようになった。

○管内でシカ柵の整備や忌避剤の散布などがされているため。
○局での対策・対応・シンポジウム、講話の開催が増えている。
○湿原の植物（ミズバショウ）が食い荒らし、消失し始めたため。ここ2～3年でほとんどなくなってしまった。

○シカを目撃する機会が多くなったシカ道がはっきり出来ている。
○署で目撃情報を収集しおり、事務局として集計している。

○シカの生態的特徴によるもの（広範囲に及ぶ移動距離など）。

○山の手入れ不足、山林作業者の減少（伐採、植栽、間伐等による入山者の減少）。
○以前の過度の鳥獣保護政策（捕獲頭数制限）、搬出間伐による林地の整然化と路網整備。

○放牧地の放置、山際の耕作地の放置等適正な管理がなされていないため。スキー場等繁殖地の存在。

○ニホンジカを永年にわたって保護して狩猟を行わないことが常識となっているため。
○ニホンシカの頭数が増えすぎてしまった、狩猟肉の消費が進まない。

○環境省の保護政策見直しの遅れ。
○自己都合で天敵排除等を行った人間。

○造林未済地、耕作放棄地の増加による好適な餌場の提供、餌となる実の減少。
○鳥獣保護区及び休猟区等の設定方法の問題、国有林野に野生動植物等の専門家が不足。



計
人 割合 人 割合 人 割合

伊那谷治山 10 100% 10
南信 22 92% 2 8% 24
南木曽 22 92% 2 8% 24
東信 23 92% 2 8% 25
木曽･ふれセン 30 83% 6 17% 36
局 63 77% 19 23% 82
中信 22 73% 8 27% 30
北信 16 73% 6 27% 22
岐阜・技セン 25 63% 15 38% 40
東濃 13 59% 9 41% 22
名古屋 6 46% 7 54% 13
富山 11 46% 12 50% 1 4% 24
飛騨 15 43% 20 57% 35
愛知 9 43% 12 57% 21
計 287 70% 120 29% 1 0% 408

計

人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人 割合 人
岐阜・技セン 18 67% 4 15% 2 7% 3 11% 27
木曽･ふれセン 18 58% 7 23% 2 6% 4 13% 31
北信 9 47% 5 26% 3 16% 2 11% 19
富山 6 43% 4 29% 4 29% 14
伊那谷治山 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
南木曽 1 5% 12 55% 3 14% 3 14% 3 14% 22
東信 1 4% 10 43% 5 22% 6 26% 1 4% 23
東濃 8 53% 1 7% 2 13% 4 27% 15
愛知 5 45% 1 9% 3 27% 2 18% 11
局 1 1% 22 32% 12 18% 17 25% 16 24% 68
飛騨 5 31% 3 19% 4 25% 4 25% 16
中信 8 40% 1 5% 5 25% 6 30% 20
南信 5 24% 2 10% 8 38% 6 29% 21
名古屋 1 14% 2 29% 1 14% 3 43% 7
計 4 1% 133 44% 50 16% 58 19% 59 19% 304

問14 あなたは、ニホンジカの肉を食べたことがありますか。

問15 14 で「食べたことがある」と回答した方は引き続き、シカ肉を食べたいと思いますか。

食べたいとは思
わない

どちらとも思わな
い

食べたことがある 食べたことはない 無回答

値が高くても手
に入れられれば
引き続き食べた

いと思う

安価に手に入れ
ば食べたいと思

う。

食べたいと思う
が調理方法がわ

からない
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＜主にシカ肉の普及について＞
○シカ肉処理加工施設の整備。
○食品産業への需要の拡大。
○シカ肉の栄養面等のアピール。
○簡単でおいしい調理方法の仕方の普及啓発。フードコ－ディネーターによる宣伝。
○ＰＲキャラクター（ゆるキャラ）の募集。
○ジビエ料理の普及ＰＲ。ご当地グルメとしてＢ級グルメのようにＰＲ。イベントでの試食会。
○調理コンテストの実施、ブランド化、プレミアもののハンバーガー（例：有名シェフの絶品バーガー）。

＜シカ肉の利用方法について＞
○ペットフード、学校給食、家畜の飼料、ブーツや手袋、毛皮ファッション、高級車の内装等、アクセサリー等、
鹿角の利用、燃料、化粧品、薬品用等、食糧危機の国等への輸出、自然災害時の保存食として全国へ。
○スパイシー料理(チゲ鍋等)、スパイス多めの鹿バーガー、ウインナー・ソーセージ等の加工・保存食、鹿肉コ
ンビーフ等缶詰、燻製、鹿さし、竜田揚げ、他の肉と混ぜた加工品。

＜その他＞
○特区など法的制限（食肉加工など）を緩和できる地域の指定。
○食品衛生法の改正、シカ牧場的な供給体制。
○牛丼チェーン店又はコンビニと共同で鹿肉の丼又はお弁当の提供。
○専門家や中高生に意見を聞く。
○旅館・料亭等での利用が消費を上げるのではないか。
○狩猟者へ補助金等で狩猟者の懐も肥える状況で安く肉を流通させる。

回答者数１６８名。以下、主な意見を抜粋

回答者数１４３名。以下、主な意見を抜粋

＜増えていると感じる野生鳥獣＞
○イノシシ（掘り返した痕が多い、頻繁に目撃、高標高地での増加）
○クマ（剥皮被害が多い、出会う頻度が増えた、里まで下りてくる）
○ニホンザル（群れをなしている、人に馴れている）
○カモシカ（山里で見かけるようになった）

＜減っていると感じる野生鳥獣＞
○カモシカ（あまり見ない）
○ウサギ（あまり見かけない、冬の足跡が少ない）

＜その他感じたこと＞
○鳥類（アオサギやハシブトガラスを山中の沼等で見かけるようになった。山鳥を見かける頻度が多い。カラス
などの行動範囲が垂直軸で広範）
○獣道が多くなったような気がする。
○「へび」が少なくなった、あまり見かけない、「きのこ」も昔に較べ、種類○数とも少なくなった。
○ダニやヒルが多い。ヒルの繁殖区域が増えている。
○外来種を奥地林で見かけるようになった。
○アザミの群落を見かけるようになった。
○御嶽山（田ノ原周辺ほか）でカミキリムシを捕らえる為に捕虫網を持ったマニアが最近非常に多いように感じ
られる。
○山菜や自然薯が採れなくなった。
○かつては聞くことの無かったツクツクボウシ（セミ）の鳴き声が聞かれるようになった。
○オオハンゴンソウが林道沿いに増えてきている。
○リス、狸、鳩等の動作が鈍く、良く車に轢かれているのを見かける。

問16 ニホンジカの捕獲を増やすためには、食肉利用の普及を進める必要があると言われていますが、
効果的な方法がありましたら、あなたのご意見・アイデアをお聞かせください。

問17 日常の業務などで山（森林）へ行ったとき、最近の野生生物について何か見たり、変化を感じたり
することがありますか。



＜狩猟に関するもの＞
○狩猟(銃の所持)に対する減免措置、猟銃は税金が高い。猟銃の玉込め数の撤廃、現在5発装填できるのに、
3発の規制あり。ライフルの所持までの期間短縮、3年程度で所持、散弾銃10年以上で猟友会支部の推薦等の
制約の見直し。
○捕獲に対して懸賞金を付け狩猟者の育成に努める。また、銃等を一括保管し貸与し、銃の使用に当たっての
教育等を行い適任者に対してボランティアによる捕獲制度をできるようにする。
○食肉的には味が落ちるかもしれないが、やはり一番簡単で効果の高い、くくりワナによる捕獲を。
○駆除の補助金、報奨金の充実。夜間発砲の規制緩和。プロハンターの育成。自衛隊による捕獲。冬期に大
規模な捕獲を行う。
○捕獲頭数を目標頭数ではなく、捕獲確定頭数として、請負に出すなど責任の所在を明確にし、確実に数を減
らすことが肝要。
○猟師以外の協力を得る方法を模索する。広域捕獲が必要。
○現状ではくくりワナを主体に実施しているが銃による駆除を主体とする強度の個体数調整が早期に必要。
○シャープシューテング、くくりワナ、追い込み猟で捕獲数の増加を望む。

＜鳥獣保護に関するもの＞
○ニホンジカ保護計画等含め狩猟の緩和による個体数調整。
○天敵（オオカミ）の移入を検討すべき。
○特定の種が一気に増えたことから今回のような事態となっていることから、定期的な生息調査等を実施し頭
数把握に努めることにより、管理して行くことが重要。

＜国有林の取組に対する意見＞
○国有林としても地元対策協議会への協力金、ワナの貸与などの協力。
○アンケート・生息調査等も必要と思いますが、職員も積極的に捕獲が出来る体制が必要。
○東信署で実施している固定ワナは数百万もかけて2頭の捕獲にとどまっている。シカの習性をもっと認識すべ
き。回転入口を押してはいるはずがない。固定ワナは全国的に失敗している。
○美ヶ原などでシャープシューテングの取り入れと冬の追い込み猟を提案する。
○国有林としてPRのみを意識して事業をするのではなく県を指導するくらいの知識を出して、捕獲に力を入れ
てほしい。
○北アルプスにシカが入れば世論がこのままではないので真剣に「捕獲」を意識してＰＴで論議をしてほしい。
シャープシューテングは北アルプス山麓の林道等でヘイキューブで誘引して射殺しくくりワナと平行して使えば
数年は頂上への進入を遅らせると思う。その間に拡大もとの美ヶ原周辺で追い込み猟等で頭数を減らせば北
アルプスの希少植物を守ることはできると思う。南・中央、八ヶ岳についても山麓でシャープシューテングの導
入により今以上の捕獲が望めると思う。
○森林官及び基幹作業職員にわな免許を取得させる。
○造林地等については南信署で行っているように金網を周囲に張り巡らせるだけでなく小分割（中割）が有効。
合わせて天敵である人間がいることを知らしめることが必要。
○狩猟者への入林許可の事務緩和。新植箇所などの造林地において単木施業がメインであるためもう少し、
植栽木の選定を多様にする。
○防護柵に捕獲する工夫を加えて、防護と捕獲を目的とした柵を作る。協議会などに任せず、職員自らが保全
業務と位置付けて捕獲等を行う。

＜情報提供＞
○茅野市では、区民が当番で鹿罠の見回りをし、獲物が掛かっていた時、猟友会員に連絡し、「とめさし」しても
らうとともに、捕獲物運搬等の手助けもするという試み。猟友会員が減少するなか、協力できる区民が連帯して
農作物被害等の軽減に取り組んでいます。

＜その他意見＞
○シカ生息数の拡大地域はえさ場環境の良いところである。被害地域よりもこれから被害が拡大するような場
所での積極的な捕獲が頭数制限につながると考えられます。
○一定の距離に近付くと刺激を与える装置を受信機を捕獲したニホンジカに埋め込み、保護が必要な林分の
要所要所に発信器を配置するとか、ニホンジカの嫌う周波数の音波を発する装置を設置するなど、生息エリア
を限定させることはできないか。
○牧場等シカが集まる場所及び時期に囲いワナや狩猟による個体数調整を行うことが出来れば効果的と思わ
れる。
○植栽木防除事業の忌避剤として、オオカミの尿を試験的に試してはどうか。
○国として山塊一斉に捕獲等できるような指導が必要。
○森林と生活区域の緩衝帯の整備。ブナ・クリ・ナラ等の樹種の植栽・育成。アライグマやタイワンリス等の繁
殖力の強い外来生物の増加も、ニホンジカ・ツキノワグマ等の食糧獲得競争に影響を与えていないか。

回答者数１２３名。以下は主な意見

問18 鳥獣被害対策で有効な方法がありましたらあなたのご意見・アイデアをお聞かせください。



勤務
官署1

勤務官署2
問2 1 で「YES」と回答した方は具体的にどこで見ましたか。「国有林」以外でニホンジカを見た場合は具体的な場所や地名を記入してくだ
さい。

木曽 局・署・事務所 下伊那郡 豊丘村
木曽 森林・治山事業所 下諏訪町和田峠
木曽 局・署・事務所 国道142号線（下諏訪町内）、国道142号線（長和町）
木曽 局・署・事務所 国有林内
木曽 森林・治山事業所 佐久穂町内、佐久市内（旧望月町）
木曽 局・署・事務所 木曽町三岳（民有地）
木曽 局・署・事務所 木曽町日義砂ケ瀬
名古屋 局・署・事務所 岐阜県下呂市野尻（自宅畑付近）
名古屋 局・署・事務所 岐阜県郡上市八幡町、関市
名古屋 局・署・事務所 国道472号線 郡上市明宝奥住及び高山市清見町大原
名古屋 局・署・事務所 静岡県天城高原
名古屋 局・署・事務所 東濃署湯舟沢国有林及び飛騨署大原国有林
北信 局・署・事務所 上信越道飯山豊田インター入口付近
北信 森林・治山事業所 飯綱高原、南アルプス、和田峠
北信 局・署・事務所 美ヶ原、八千穂高原国道299沿線、三才山トンネル周辺、佐久市周辺、茂来山、伊那市
富山 局・署・事務所 京都(美山)
富山 森林・治山事業所 南信森林管理署管内国有林
飛騨 局・署・事務所 県道73号線(せせらぎ街道)
飛騨 森林・治山事業所 古川町内
飛騨 局・署・事務所 高山市清見町
飛騨 局・署・事務所 高山市清見町大原せせらぎ街道
飛騨 局・署・事務所 高山市荘川町黒谷地内の山林
飛騨 森林・治山事業所 国道156号線（高山市荘川町町屋）
飛騨 森林・治山事業所 国道158号線（荘川町内）
飛騨 森林・治山事業所 国道257号線（せせらぎ街道）
飛騨 局・署・事務所 国道73号、せせらぎ街道西ウレ峠付近
南木曽 森林・治山事業所  ・長野県内の国道152号沿線全域。・ビーナスライン全般。
南木曽 局・署・事務所 伊那市長谷ほか
南木曽 局・署・事務所 国道256号線（南木曽町吾妻、清内路峠付近）
南木曽 局・署・事務所 国道256号線妻籠塾付近
南木曽 森林・治山事業所 国有林内で捕獲されたニホンジカを確認した。
南木曽 森林・治山事業所 林道
南信 局・署・事務所  ・諏訪市上諏訪（立石公園周辺）2月　・茅野市金沢（芝平峠周辺）8月　・諏訪郡原村（丸山地区別荘地内）9月
南信 森林・治山事業所 伊那市長谷
南信 局・署・事務所 伊那谷の国有林
南信 局・署・事務所 浦国有林、黒河内国有林：全域
南信 森林・治山事業所 宮田高原 寺沢林道（国有林に隣接の民有地）
南信 局・署・事務所 県道18号線火山峠、県道49号線中沢峠付近
南信 森林・治山事業所 県道251号線
南信 局・署・事務所 国道142号旧和田峠（長和町、下諏訪町）、国道152号大門峠（茅野市）、国道152号杖突峠（伊那市）、伊那市長谷
南信 局・署・事務所 国道142号線（和田峠沿線：長門町、下諏訪町）
南信 局・署・事務所 国道152号線（大鹿村内）
南信 局・署・事務所 国有林内の現場及び国道299号線沿線
南信 局・署・事務所 黒河内国有林206は 東俣国有林1124と 金沢山国有林1422い
南信 森林・治山事業所 三峰川併用林道周辺、奥浦併用林道周辺

南信 局・署・事務所
諏訪郡原村別荘地、茅野市美濃戸口～美濃戸 財産区林道沿、茅野市夏沢 財産区林道沿、伊那市高遠入笠牧場付近、伊那市長谷 仙流
荘～戸台

南信 森林・治山事業所 八ヶ岳高原（富士見町） 国道299号線（茅野市）
南信 森林・治山事業所 分杭峠（152号線沿線）、大鹿村村内、中川村村内
南信 局・署・事務所 霧ヶ峰高原
南信 局・署・事務所 和田峠、白樺湖、 杖突峠
東濃 局・署・事務所 管内のほぼ全ての国有林
東濃 局・署・事務所  恵那山林道(中津川市)、恵那山林道(恵那市)
東濃 局・署・事務所 県道下呂小坂線（萩原町内）
東濃 局・署・事務所 国道257号線 愛知県豊田市稲武町内
東濃 局・署・事務所 大規模林道八幡・高山線郡上市明宝小川地内
東濃 局・署・事務所 中央道の木曽地内（法面）
東信 局・署・事務所  ・国道152号線杖突峠付近、・主要地方道40号線諏訪白樺湖湖小諸線 女神湖から白樺湖までの間
東信 局・署・事務所 JR小海線 佐久広瀬～野辺山周辺
東信 局・署・事務所 管内市町村全域の森林
東信 局・署・事務所 県道152、299 長門牧場、美ヶ原高原
東信 森林・治山事業所 国道142号線(新和田トンネル下諏訪町側)
東信 局・署・事務所 国道142号線（長和町）、八ヶ岳、浅間山、荒船山
東信 森林・治山事業所 国道142号線沿い（下諏訪町～長和町の間）、旧国道142号線沿い（旧和田峠）、杖突峠（諏訪市～伊那市の間）
東信 局・署・事務所 国道142号線新和田トンネル下諏訪側1～2km下
東信 森林・治山事業所 国道18号軽井沢バイパス
東信 局・署・事務所  国道254号線北佐久郡立科町宇山。国道142号線諏訪郡下諏訪町樋橋。
東信 局・署・事務所 国道299号線沿い茅野市側
東信 森林・治山事業所 国有林内。萱野高原。車山高原。ビーナスライン。
東信 森林・治山事業所 長門牧場、県道諏訪白樺湖小諸線（白樺高原）、ビーナスライン全域
東信 局・署・事務所 長和町内
東信 局・署・事務所 東信森林管理署管内国有林全域
東信 森林・治山事業所 八ヶ岳国有林・八ヶ岳林道（南牧村・小海町）・南牧村道211号線・海ノ口別荘地・野辺山林道（川上村）
東信 森林・治山事業所 北相木町内、南相木町内
中信 局・署・事務所 国道143号線旧四賀村会吉付近から青木峠付近まで。　国道143号線安曇野市大口沢交差点。
中信 局・署・事務所 国有林
中信 森林・治山事業所 国有林内
中信 局・署・事務所 松本市入山辺 県道67号線
中信 局・署・事務所 大鹿村：県道松川大鹿線、中川村桑原地区林道沿い
中信 森林・治山事業所 長野県塩尻市奈良井 イノコ沢（奈良井ダム湖付近）
中信 局・署・事務所 美ヶ原高原
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
局 局・署・事務所 ○国道152号線大河原地区沿線(南信)、○国道152号線姫木平付近(東信)
局 局・署・事務所 愛知県設楽町
局 局・署・事務所 伊那市尾勝谷（南アルプス林道入口付近）、中野市高社山山麓
局 局・署・事務所 下呂市自宅周辺
局 局・署・事務所 岐阜県下呂市金山（私有林）
局 局・署・事務所 岐阜県郡上市高鷲町明野高原（大根畑）
局 局・署・事務所 岐阜県恵那市上矢作町 国道418号沿線
局 局・署・事務所 国道142号線（和田峠付近）
局 局・署・事務所 国道153号線豊田市越田和（旧稲武町）
局 局・署・事務所 国道19号線
局 局・署・事務所 国道254号線（長野県佐久市 内山峠）

４　目撃地点情報の一覧



局 局・署・事務所 国道256号線（郡上市内）
局 局・署・事務所 国有林
局 局・署・事務所 国有林内
局 局・署・事務所 佐久市臼田
局 局・署・事務所 佐久市田口
局 局・署・事務所 松川村、白馬村 国道・県道
局 局・署・事務所 上田市内の民有林
局 局・署・事務所 長野県下伊那郡大鹿村大西山
局 局・署・事務所  長和町、上田市、御代田町
局 局・署・事務所 長和町R152沿い（大門峠）、茅野市及び伊那市R152沿い（杖突峠）
局 局・署・事務所 南信署管内富士見町
局 局・署・事務所 美ヶ原（山本小屋）
局 局・署・事務所 美ヶ原の牧場（東信署側）、大門峠より上田側の民有地の付近
局 局・署・事務所 美ヶ原高原、富士山スカイライン
局 局・署・事務所 和田山国有林（東信署管内）、国道257号線(高山市内)
技セン 局・署・事務所 愛知県道35号線（岡崎市切山町）
技セン 局・署・事務所 下呂市馬瀬川上地区、下呂市小川地区、七宗町
技セン 局・署・事務所 国道41号線（久々野部内）、下呂小川長洞国有林手前
技セン 局・署・事務所 国有林以外での目撃はない。
技セン 局・署・事務所 国有林内 及び国有林へ行く途中の林道(民地内) 特に七宗国有林
技セン 局・署・事務所 小河長洞国有林ゲート手前民有林
岐阜 局・署・事務所 ・ふるさと林道池田～明神線 沿い（岐阜県揖斐郡池田町）
岐阜 局・署・事務所 R41下呂市金山瀬戸、JR高山線下呂市焼石
岐阜 局・署・事務所  下呂市金山町金山 市道長洞峠付近、県道58号線袋坂峠付近（可茂郡七宗町）、国道41号線下呂市保井戸付近（下呂市保井戸）
岐阜 森林・治山事業所 下呂市三原の国道41号線上
岐阜 森林・治山事業所 下呂市馬瀬地区
岐阜 局・署・事務所 岐阜県下呂市金山町 県道86号沿線 岩屋ダム付近
岐阜 局・署・事務所 岐阜県下呂市萩原町四美（民有林林道沿い）
岐阜 森林・治山事業所 岐阜県郡上市白鳥町 曽部知林道 鮎立中山国有林手前500m付近
岐阜 局・署・事務所 岐阜県池田町内 池田山の山林、   下呂市小坂町内 落合国有林
岐阜 局・署・事務所  岐阜県揖斐郡池田町 池田山山頂付近、岐阜県下呂市萩原町中呂 Ks電気付近、岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林全域
岐阜 局・署・事務所 岐阜署管内 七宗、神割、川上、落合国有林ほか
岐阜 局・署・事務所 県道21号（新城市新城総合公園付近）
岐阜 森林・治山事業所 高山市清見町国道257号、高山市一之宮町県道453号、下呂市馬瀬国道257号、ほか
岐阜 局・署・事務所 国道41号線（下呂市萩原町東上田）
岐阜 局・署・事務所 国道41号線（高山市石浦町）、国道257号線（高山市清見町大原、下呂市馬瀬芋島）
岐阜 森林・治山事業所 根尾越波の河内谷林道4km地点付近
岐阜 森林・治山事業所 小坂町
岐阜 森林・治山事業所 神崎国有林
岐阜 森林・治山事業所 東殿山国有林4034林班隣接民地
伊那谷 森林・治山事業所 県道59号線（大鹿村小渋ダム付近）、飯田市林道松川入線
伊那谷 森林・治山事業所 国道152号線(大鹿村内）
伊那谷 局・署・事務所 国有林
伊那谷 局・署・事務所 国有林内
伊那谷 森林・治山事業所 大鹿村村内の至る所、県道松川インター大鹿線
伊那谷 局・署・事務所 大鹿村桃の平付近（青木川流域）
伊那谷 森林・治山事業所 長野県下伊那郡大鹿村全域
伊那谷 局・署・事務所  飯田市松川入 入道 林道椹小屋線、飯田市上村国有林内
愛知 局・署・事務所 岐阜県郡上郡八幡町有穂 県道472号、岐阜県清見村大原 せせらぎ街道
愛知 局・署・事務所 岐阜県郡上郡八幡町有穂 県道472号、岐阜県清見村大原 せせらぎ街道
愛知 森林・治山事業所 県道22号線 豊川新城線（豊川市内）
愛知 局・署・事務所 国道256号線～国道41号線(郡上市八幡町美山～金山町下妙見町)、郡上市八幡町初音、
愛知 局・署・事務所 国道257号線（設楽町田口地区）
愛知 森林・治山事業所 国有林内
愛知 森林・治山事業所 設楽町駒ケ原地区、国道420号線（設楽町内）
愛知 局・署・事務所 段戸国有林
愛知 局・署・事務所 中部局管外

勤務
官署1

勤務官署2
問3 1で「YES」と回答された方のうち、「国有林」でニホンジカを見た場合は国有林名(わかれば林班名)を記入してください。なお、局勤務
の職員及び自署管内以外でニホンジカを見た職員は国有林名の後に( )内に管轄する森林管理署名を付記してください。

木曽 局・署・事務所 程野山国有林 （南信署）
木曽 局・署・事務所 南木曽支署 阿寺森林事務所管内野尻向林道
名古屋 局・署・事務所 大原（飛騨）、段戸（愛知）
名古屋 局・署・事務所 東濃署湯舟沢国有林及び飛騨署大原国有林
北信 局・署・事務所 往郷山国有林143林班
北信 局・署・事務所 往郷山国有林143林班、標高約1070m
北信 局・署・事務所 美ヶ原（中信署）八千穂（東信）伊那市（南信）
富山 森林・治山事業所 東俣国有林 林道沿い（南信森林管理署管内）
飛騨 森林・治山事業所 ・上小鳥国有林 3014林班 標高1080m
飛騨 局・署・事務所 マツ谷国有林
飛騨 局・署・事務所 一色国有林（飛騨森林管理署）
飛騨 局・署・事務所 一色国有林4141林班
飛騨 局・署・事務所 一色国有林4141林班
飛騨 局・署・事務所 宮   川上岳
飛騨 局・署・事務所 宮国有林、一色国有林
飛騨 森林・治山事業所 宮国有林、川上岳国有林
飛騨 森林・治山事業所 牛牧国有林1296～1298（飛騨森林管理署管内）
飛騨 森林・治山事業所 金山谷国有林1214林班
飛騨 局・署・事務所 山中山国有林140林班
飛騨 森林・治山事業所 七宗国有林（岐阜署管内：准フォレスター研修中）
飛騨 森林・治山事業所  大原国有林・8林班・標高900、龍ヶ峰国有林・43林班・標高1000
飛騨 局・署・事務所 大原国有林9林班・宮国有林63林班
飛騨 森林・治山事業所 段戸国有林
飛騨 森林・治山事業所 天生国有林3159林班 標高1,400m
飛騨 局・署・事務所 飛騨署 大原国有林
飛騨 森林・治山事業所 尾上郷国有林
南木曽 局・署・事務所 高峰国有林（東信森林管理署管内）
南木曽 局・署・事務所 黒河内国有林（南信署管内）ほか
南木曽 森林・治山事業所 南木曽国有林、389林班、標高約1100m
南木曽 局・署・事務所 南蘭国有林612林班（国道256号線沿い）
南木曽 局・署・事務所 南蘭国有林632林班（南木曽支署管内）
南木曽 局・署・事務所 南蘭国有林645（南木曽支署）、南木曽国有林312（南木曽支署）
南木曽 森林・治山事業所 捕獲された場所は阿寺国有林1056林班付近。（推定）



南木曽 森林・治山事業所 北蘭国有林559林班、標高1200m
南信 局・署・事務所 ・東岳国有林1281林班（標高約2350m）9月、・黒川国有林2113林班（駒ヶ根駒ヶ岳公園線沿い）10月
南信 局・署・事務所 浦国有林、編笠国有林、西岳国有林、大河原国有利、黒河内国有林、程野山国有林、御池山国有林
南信 局・署・事務所 浦国有林・黒河内国有林・横川国有林・東嶽国有林等（南信森林管理署管内）
南信 局・署・事務所 浦国有林ほか多数 標高800mから2100m
南信 森林・治山事業所 浦国有林一円
南信 森林・治山事業所 浦国有林及び塩沢国有林全域
南信 局・署・事務所 黒河内国有林、黒川国有林（南信森林管理署管内）
南信 森林・治山事業所 黒河内国有林201から271林班

南信 局・署・事務所
 黒河内国有林206は林小班西谷林道（南信森林管理署） 、東俣国有林1124と林小班星ヶ塔林道（南信森林管理署）、金沢山国有林1422い

林小班金沢林道（南信森林管理署）
南信 森林・治山事業所 大河原国有林
南信 森林・治山事業所 大乗坊山国有林（南信森林管理署）
南信 局・署・事務所 東岳国有林1285林班
南信 局・署・事務所  東俣(1600m)、東岳(2600m)、冷山(2000m)、西岳(1600m)、編笠山(1300m)、黒河内(1300m)、浦(1500m)、黒川(1900m)、
南信 森林・治山事業所 東俣国有林（全ての箇所）
南信 局・署・事務所 東俣国有林、手良沢山国有林

南信 局・署・事務所

東俣国有林1126い、1138へ、1137ち、西岳国有林1330ほ(広原柳川林道沿)、編笠山国有林1340い(分収育林地)、東岳国有林1285は、1281
い、1348イ、東岳国有林1267は、1256ろ、1345イ、冷山国有林1236ほ、1224い、1227ろ、金沢山国有林1416ろ、1413は、黒河内国有林205
い、221い、227は、271い、279い、297い、浦国有林23ろ、陣ヶ沢国有林3219ち

南信 局・署・事務所 東俣国有林1149林班、手良沢山国有林304林班、浦国有林122林班
南信 局・署・事務所 東俣国有林ほか
南信 局・署・事務所 問2のとおり
南信 森林・治山事業所 冷山国有林、東岳国有林、西岳国有林、編笠山国有林、金沢山国有林 （南信署管内）、全域に生息している。（林班記載を省略）
東濃 局・署・事務所 阿木恵那国有林、加子母裏木曽国有林、中津恵那、上村恵那国有林
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林 1079林班 標高約1000m
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林 阿木恵那国有林。林班は多数
東濃 局・署・事務所 上村恵那国有林（東濃森林管理署）
東濃 局・署・事務所 川上国有林（岐阜森林管理署馬瀬萩原森林事務所管内）
東濃 森林・治山事業所  中津恵那国有林、湯舟沢国有林 2207林班 標高約900m       2230林班 標高約1300m       2248林班 標高約1300m
東濃 局・署・事務所  中津恵那国有林1017林班、上村恵那国有林1074林班
東濃 局・署・事務所 湯舟沢国有林2248林班
東信 局・署・事務所 管内全域
東信 局・署・事務所  荒船山国有林、4林班、半過山国有林、1189林班、和田山国有林、1149林班
東信 局・署・事務所 荒船山国有林、榊山国有林、大門山国有林、和田山国有林、八ヶ岳国有林、南相木山国有林。
東信 局・署・事務所 荒船山国有林3林班
東信 森林・治山事業所 新張山国有林標高1500m、高峰国有林2008林班1300m
東信 森林・治山事業所 浅間山国有林、御代田三石林道、標高約1300m
東信 森林・治山事業所 大門山国有林全域
東信 森林・治山事業所 長倉山国有林2129る、と、2130林班、2122林班
東信 森林・治山事業所 鳥甲国有林（北信署管内）
東信 局・署・事務所 東信署管内国有林
東信 局・署・事務所 東信森林管理署管内国有林全域
東信 局・署・事務所 東俣国有林全域・荒船山国有林
東信 森林・治山事業所 白岩三川（上栗生）林道沿線
東信 森林・治山事業所 八ヶ岳国有林70林班～72林班、83林班
東信 森林・治山事業所 立科山国有林・大曲山国有林・榊山国有林・荒船山国有林・香坂山国有林
東信 局・署・事務所 和田山・大門山国有林
東信 局・署・事務所 和田山国有林 1148ロ林小班 標高約1900m
東信 森林・治山事業所 和田山国有林（ほぼ全林小班の1124林班～1151林班）
東信 局・署・事務所 和田山国有林、大門山国有林、榊山国有林
中信 局・署・事務所 御鷹山国有林
中信 森林・治山事業所 川鹿沢国有林、244林班、標高1400m 美ヶ原国有林、245～246林班、標高1900m・御鷹山国有林247林班、1400m・八伏峰国有林250林班、
中信 局・署・事務所 大河原・塩川国有林（南信森林管理署管内）
中信 森林・治山事業所 奈川第一国有林 360林班付近
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
中信 局・署・事務所  美ヶ原国有林（中信）、川鹿沢国有林（中信）、焼山国有林（東信）、和田山国有林（東信）
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林（中信森林管理署管内） 245林班 標高約1900m
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林・水沢山国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林245林班
局 局・署・事務所 ○大河原国有林(南信)、○屋敷入り国有林(東信)、○大門国有林(東信)

局 局・署・事務所
浦（南信）、大河原（南信）、八ヶ岳（東信）、西岳（南信）黒川（南信）東俣（南信）、陣ヶ沢（南信）、横川（南信）黒河内（南信）金沢山（南信）西
内（東信）焼山（東信）和田山（南信）

局 局・署・事務所 浦国有林（南信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 浦国有林（南信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 御鷹山国有林247林班（中信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 荒船山国有林
局 局・署・事務所 黒河内国有林（南信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 松本市美ヶ原国有林（中信署）
局 局・署・事務所 焼山国有林1159
局 局・署・事務所 浅間山国有林（東信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 大河原国有林（南信森林管理署）
局 局・署・事務所 大門国有林 1114、1117林班（東信署管内）
局 局・署・事務所 大門山国有林1117、焼山国有林、浅間山国有林
局 局・署・事務所 段戸国有林(愛知所)
局 局・署・事務所 中信森林管理署管内美ヶ原国有林
局 局・署・事務所 南信署管内富士見高原ふれあいの郷周辺
局 局・署・事務所 南信森林管理署管内の国有林
局 局・署・事務所 南信森林管理署黒河内国有林管内
局 局・署・事務所 馬瀬村の国有林（岐阜署管内）
局 局・署・事務所 飛騨森林管理署管内
局 局・署・事務所 美ヶ原（中信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 美ヶ原国有林
局 局・署・事務所 和田山国有林
局 局・署・事務所 和田山国有林（東信森林管理署管内）
局 局・署・事務所 和田山国有林1149林班（標高1950m）（東信森林管理署）
技セン 局・署・事務所 岐阜森林管理署管内・七宗国有林1222ろ、1233い林小班・久野川長洞1104ろ林小班
技セン 局・署・事務所 久野川長洞1103林班、小川長洞1109林班、七宗国有林1219、1222、1233、
技セン 局・署・事務所 七宗国有林
技セン 局・署・事務所 七宗国有林（岐阜森林管理署管内）
技セン 局・署・事務所 七宗国有林（岐阜森林管理署管内）1233林班
技セン 局・署・事務所  七宗国有林全域、小河長洞国有林ゲート付近
技セン 局・署・事務所  小川長洞国有林、七宗国有林
岐阜 局・署・事務所  ・足打谷国有林 3176林班 標高約600m、・樫原谷国有林 3169林班 標高約550m
岐阜 森林・治山事業所 鮎立中山国有林4024林班標高690m（岐阜森林管理署）



岐阜 局・署・事務所 岐阜署管内 七宗、神割、川上、落合国有林ほか
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）、越原国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林1204林班
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林1219林班ほか（岐阜署管内）、樫原谷国有林3167林班（岐阜署管内）
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林内全域（岐阜森林管理署内）
岐阜 局・署・事務所 小川長洞国有林
岐阜 局・署・事務所 小川長洞国有林、高天良国有林、神割国有林、深谷国有林、乗政国有林、御厩野国有林
岐阜 森林・治山事業所 神崎国有林、3155ろ林小班、標高約720m
岐阜 局・署・事務所 赤沼田国有林、232林班、標高約900m
岐阜 森林・治山事業所  大洞国有林、落合国有林(濁河)
岐阜 局・署・事務所 滝上国有林、本洞国有林、神割国有林、七宗国有林、足打谷国有林
岐阜 森林・治山事業所 滝上国有林239・240・242・243林班 標高約800~1,000m
岐阜 局・署・事務所 段戸国有林（愛知森林管理事務所管内）
岐阜 森林・治山事業所 本洞、川上、七宗、小川長洞国有林
岐阜 局・署・事務所 落合国有林33，34林班 1100m
伊那谷 局・署・事務所 浦国有林（南信森林管理署）
伊那谷 局・署・事務所 大河原
伊那谷 局・署・事務所 大河原国有林2054林班
伊那谷 局・署・事務所 程野山国有林3,180林班
伊那谷 局・署・事務所 民地
愛知 局・署・事務所 愛知森林事務所管内、闇苅国有林、1206ほ-1ほか、標高700m
愛知 森林・治山事業所 闇苅国有林1200林班
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林
愛知 局・署・事務所 段戸国有林
愛知 局・署・事務所 段戸国有林
愛知 局・署・事務所 段戸国有林
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林 豊邦担当区 一円 標高800～900m
愛知 局・署・事務所 段戸国有林（愛知森林管理所管内）
愛知 局・署・事務所 段戸国有林、24林班付近、標高約1000m
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林22、25林班、標高900m、桧原国有林180林班、標高1100m

勤務
官署1

勤務官署2
問4 主に森林事務所や治山事業所勤務の方に伺います。管轄する国有林でニホンジカの主な痕跡（糞、足跡、樹木の皮剥ぎ、食害）を多
く見かける国有林を記入してください。

木曽 局・署・事務所 阿寺国有林（野尻向林道沿線）で樹木の皮剥ぎ
木曽 森林・治山事業所 末川国有林
北信 森林・治山事業所 戸隠山国有林
飛騨 森林・治山事業所 宮国有林、川上岳国有林
飛騨 局・署・事務所 山中山国有林
飛騨 局・署・事務所 川上岳

南木曽 森林・治山事業所 天王洞国有林
南木曽 森林・治山事業所 南木曽国有林（奥市沢、南沢）
南木曽 森林・治山事業所 南蘭国有林
南信 森林・治山事業所 浦国有林
南信 森林・治山事業所 浦国有林、塩沢国有林
南信 局・署・事務所 黒河内国有林、東俣国有林、大河原国有林
南信 森林・治山事業所 黒河内国有林220から227林班
南信 局・署・事務所 手良沢山国有林
南信 森林・治山事業所 大河原国有林
南信 森林・治山事業所 大乗坊山国有林
南信 局・署・事務所 東岳国有林1282林班周辺
南信 森林・治山事業所 東俣国有林（全ての箇所）
南信 局・署・事務所 八ヶ岳、東俣、東岳、冷山、西岳、編笠山、黒河内、浦
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林 （鎗ヶ入地区）
東濃 森林・治山事業所 湯舟沢国有林
東信 局・署・事務所 管内国有林
東信 森林・治山事業所 軽井沢森林事務所管内全域
東信 局・署・事務所 荒船山国有林
東信 森林・治山事業所 高峰国有林
東信 森林・治山事業所 浅間山国有林1500m付近、御代田三石林道沿い林小班、浅間山国有林軽井沢方面
東信 局・署・事務所 東信署管内国有林
東信 森林・治山事業所 南相木山国有林 川越石国有林
東信 森林・治山事業所 八ヶ岳、所沢、金峰山、東毛木場山

東信 森林・治山事業所
 糞、足跡は全域。樹皮剥ぎ被害は広葉樹、特にミズキは全域が被害。カラマツの樹皮剥ぎ被害は大門山国有林1116あ林小班が著しい。植

栽広葉樹の樹皮剥ぎ被害は大門山国有林1111ち林小班が著しい。
東信 森林・治山事業所 和田山国有林
中信 森林・治山事業所 奈川第一国有林
中信 森林・治山事業所 奈良井国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
中信 森林・治山事業所 美ヶ原国有林、八伏峰国有林、御鷹山国有林

技セン 局・署・事務所 岐阜森林管理所管内・七宗国有林1233は・本洞国有林1049ほ
技セン 局・署・事務所 七宗国有林
技セン 局・署・事務所 本洞、久野川長洞、七宗国有林
岐阜 森林・治山事業所 越波国有林
岐阜 森林・治山事業所 越波国有林、大河原国有林の人工林大半
岐阜 局・署・事務所 岐阜署管内 七宗、神割、川上
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）越原国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林（全域）
岐阜 局・署・事務所 神割国有林、小川長洞国有林、深谷国有林
岐阜 森林・治山事業所 滝上国有林（洞畑側）
岐阜 森林・治山事業所 同上国有林（ニホンカモシカの生息区域と同じ）

伊那谷 局・署・事務所 程野山国有林
伊那谷 森林・治山事業所 民有林直轄事務所ですが、たまに行く大河原国有林はかなりの数の鹿がいます。
愛知 森林・治山事業所 闇苅国有林
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林 豊邦担当区 一円 標高800～900m
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林（駒ケ原方面）、桧原国有林



勤務
官署1

勤務官署2 問5 4で回答された「国有林」のうち、最も多く見かける(特に被害が著しいと思われる)国有林名を記入してください。

愛知 森林・治山事業所 闇苅国有林
愛知 森林・治山事業所 段戸国有林
愛知 森林・治山事業所  段戸国有林ヒノキ造林地　今年は林道周辺のリョウブが皮むきの被害に遭っています。
愛知 森林・治山事業所 桧原国有林

伊那谷 森林・治山事業所 大河原国有林
伊那谷 局・署・事務所 程野山国有林
技セン 局・署・事務所 七宗国有林
技セン 局・署・事務所 七宗国有林
技セン 局・署・事務所 七宗国有林
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林（1242林班）
岐阜 局・署・事務所 七宗国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）、越原国有林 全域 （岐阜森林管理署管内）
岐阜 森林・治山事業所 七宗国有林
岐阜 局・署・事務所 岐阜署管内 七宗、神割、川上
岐阜 森林・治山事業所 越波国有林、大河原国有林
岐阜 森林・治山事業所 越波国有林
岐阜 局・署・事務所 神割国有林
岐阜 森林・治山事業所 滝上国有林（洞畑側）
岐阜 森林・治山事業所 同上国有林
岐阜 森林・治山事業所 特になし
中信 森林・治山事業所 奈川第一国有林
中信 森林・治山事業所 奈良井国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
中信 森林・治山事業所 美ヶ原国有林
中信 局・署・事務所 美ヶ原国有林
東信 森林・治山事業所 ほぼ均等の被害であり、著しい所はありません
東信 局・署・事務所 荒船山国有林
東信 森林・治山事業所 大門山国有林1111ち林小班、大門山国有林1116あ林小班
東信 森林・治山事業所 長倉山2122林班（皮剥ぎ）道路を挟んだ群馬県側は牧場。長倉山2131林班（角研ぎ）、長倉山2120林班、ふれあいの郷（よく見かける）
東信 森林・治山事業所 八ヶ岳
東信 局・署・事務所 八ヶ岳・焼山・和田山・大門山
東信 森林・治山事業所 立科山国有林
東信 局・署・事務所 和田山、大門山、大曲、屋敷入奥、八ヶ岳 各国有林
東信 森林・治山事業所 和田山国有林
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林
東濃 森林・治山事業所 上村恵那国有林 （鎗ヶ入地区）
東濃 森林・治山事業所 湯舟沢国有林
南信 森林・治山事業所 浦国有林
南信 森林・治山事業所 浦国有林
南信 局・署・事務所 浦国有林・黒河内国有林
南信 森林・治山事業所 黒河内国有林
南信 森林・治山事業所 大河原国有林
南信 森林・治山事業所 大乗坊山国有林
南信 局・署・事務所 東岳国有林1282林班周辺
南信 局・署・事務所 東俣国有林
南信 局・署・事務所 八ヶ岳国有林、東岳国有林
南信 森林・治山事業所 問3の回答と同じ。

南木曽 森林・治山事業所 天王洞国有林
南木曽 森林・治山事業所 南木曽国有林（奥市沢）
飛騨 局・署・事務所 山中山国有林
飛騨 局・署・事務所 川上岳
飛騨 森林・治山事業所 川上岳国有林
飛騨 森林・治山事業所 無し
木曽 局・署・事務所 阿寺国有林
木曽 森林・治山事業所 末川国有林



ホーム > 鳥獣害対策 (ニホンジカ) について職員アンケート

鳥獣害対策 (ニホンジカ) について職員アンケート 

 はじめに（本調査は定員内職員が対象です。なお、お寄せ頂いたご回答については、システム上、どなたのご回答であ
るかは特定できないようになっています。）

  中部森林管理局では、平成24年度中部森林管理局の重点取組事項のひとつとしてニホンジカの被害対策に取り組んでいるところであり、局内

に「ニホンジカ被害対策プロジェクトチーム」を設置し効果的な対策、必要な対処方針等の検討をしているところです。 

  この度、職員の皆様のニホンジカをはじめとする野生鳥獣による被害に対する認識及び取組の実施状況を確認し、今後の取組に生かすため

の調査を実施したいと思いますのでご協力をお願いします。 

  （本調査は10分程度で終了します。）

 

（アンケートの期間：平成24年10月10日(水曜日)～平成24年10月31 日(水曜日)） 

 

 

次の事項をお読みになり、必要事項を入力の上、「送信確認」ボタンを押してください。

 

情報の取り扱いについては、「プライバシーポリシー」をご覧ください。 •

このページで入力された情報は、SSLと呼ばれる暗号化通信技術により保護されています。 •

入力に際しては、丸囲みの数字、ローマ数字、全角1文字になっている単位・記号などの機種依存文字はお使いいただけません。 •

 

勤務官署について1（必須） 

選択してください  

勤務官署について2（必須） 

選択してください  

ニホンジカの目撃情報について

問1 あなたは、過去1年間に公私を問わず山等へ行ってニホンジカを見たことはありますか。（必須） 

 YES 

 NO 

問2 1 で「YES」と回答した方は具体的にどこで見ましたか。「国有林」以外でニホンジカを見た場合は具体的な場所や地名を記入してください。（複数

回答可能です） 
例：国道○○号線(○○町内)、○○牧場、○○高原 



  

問3 1で「YES」と回答された方のうち、「国有林」でニホンジカを見た場合は国有林名(わかれば林班名)を記入してください。なお、局勤務の職員及び

自署管内以外でニホンジカを見た職員は国有林名の後に( )内に管轄する森林管理署名を付記してください。（複数回答可能です） 
例：○○国有林、○○林班、標高約○00m 

○○国有林(○○森林管理署管内) 
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問4 主に森林事務所や治山事業所勤務の方に伺います。管轄する国有林でニホンジカの主な痕跡（糞、足跡、樹木の皮剥ぎ、食害）を多く見かける

国有林を記入してください。（複数回答可能です） 
例：○○国有林(○○地内) 

○○国有林(○○側) 



  

問5 4で回答された「国有林」のうち、最も多く見かける(特に被害が著しいと思われる)国有林名を記入してください。（複数回答可能です） 



  

ニホンジカによる被害状況について

問6 あなたは山に行ってニホンジカの被害を見ましたか。（見たことがありますか）（必須） 

 YES 

 NO 

問7 6 で「YES」と回答した方について伺います。それはどのような被害でしたか。 
（複数選択可能です） 

立木の剥皮、食皮害 

植栽木の食害 

団地的な森林の枯損 

高山植物の食害 

その他 

問8 7 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。 



  

ニホンジカ被害に関する意識について

問9 最近、自署管内などの身近な山で（森林内での）ニホンジカの頭数が増えていると思いますか。（必須） 

 YES 

 NO 

わからない 

問10 9 で「YES」と回答した方に伺います。具体的にどのようなことから増えていると感じていますか。 
（複数選択可能です） 

シカによる立木の剥皮が多くなった 

下層植生が無くなった 

シカの糞や、足跡を見かけることが多い 

シカの鳴き声をよく聞く 

マスコミやメデイアを通じてそう感じた 

その他 

問11 10 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。 



  

問12 全国的にはニホンジカが増えているといわれていますが、その理由は何だと思いますか。（必須） 
（理由と思われるものを3つまで） 

人工造林地の増加 

狩猟者の減少 

狩猟や食文化の変化 
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過疎化による山村荒廃 

温暖化による積雪量の減少(生息環境の変化、死亡率の低下等々・・・) 

狼など天敵の不在 

その他 

わからない 

問13 12 で「その他」と回答した方は具体的内容を記入してください。 



  

ニホンジカの食肉に関することについて (ご参考までに伺います)

問14 あなたは、ニホンジカの肉を食べたことがありますか。 

食べたことがある 

食べたことはない 

問15 14 で「食べたことがある」と回答した方に伺います。あなたは引き続き、シカ肉を食べたいと思いますか。 

値が高くても手に入れられれば引き続き食べたいと思う 

安価に手に入れば食べたいと思う。 

食べたいと思うが調理方法がわからない 

食べたいとは思わない 

どちらとも思わない  

問16 ニホンジカの捕獲を増やすためには、食肉利用の普及を進める必要があると言われていますが、効果的な方法がありましたら、あなたのご意

見・アイデアをお聞かせください。 



  

その他 (ご参考までに伺います)

問17 日常の業務などで山（森林）へ行ったとき、最近の野生生物について何か見たり、変化を感じたりすることがありますか。 
例：○○を見かけなくなった。○○が急激に増えている。 



  

問18 鳥獣被害対策で有効な方法がありましたらあなたのご意見・アイデアをお聞かせください。 



  

どうもありがとうございました。 

記入漏れがないかご確認の上、以下の「送信確認」を押してください。

送信確認   リセット

計画部指導普及課 

中部森林管理局 
ニホンジカ被害対策プロジェクトチーム事務局 
050-3160-6549 
内線：2630 or 2675

〒380-8575 長野県長野市大字栗田715-5 （代表電話）026-236-2720  

Copyright:2008 CHUBU Regional Forest Office
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